
町政ニュース

  

2022. ７ ８https://www.town.yoshioka.gunma.jp/

税
制
改
正
な
ど
で
変
更
が
あ
っ

た
賦
課
限
度
額
や
未
就
学
児
軽
減

が
適
用
さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。内
容
を
確
認
し
、各
納
期
限

ま
で
に
納
付
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
方
法

●
口
座
振
替

●
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

●
電
子
決
済（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ

ｙ
、Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
）で
納
付

※
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
場

合
、税
額
を
再
計
算
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。新
し
く
加
入
し
た
健

康
保
険
証
を
ご
用
意
の
う
え
、窓

口
ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い

と
督
促
状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。そ

の
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、差

し
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
が
行
わ

れ
る
と
共
に
、通
常
よ
り
有
効
期

限
の
短
い
保
険
証
や
病
院
な
ど
で

の
自
己
負
担
が
10
割
の
資
格
者
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。他
に
も
一
部

給
付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。確
実
な
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９(

直
通)

期
限
ま
で
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

まちの鳥

令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
の
送
付

新
し
い
保
険
証
は
、「
紫
色
」で

す
。７
月
中
旬
に
各
世
帯
主
あ
て

に
送
付
し
ま
す
。現
在
の
保
険
証

（
青
色
）は
、８
月
１
日
以
降
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。保
険
室
へ
返
却

す
る
か
、破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、

人
数
分
の
保
険
証
が
あ
る
か
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。記
載
内
容
に

誤
り
が
あ
る
と
き
は
、保
険
室
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、退
職
や
就
職
、転
入
・
転

出
な
ど
に
よ
る
国
保
の
加
入
や
離

脱
に
は
、届
け
出
が
必
要
で
す
。異

動
が
あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
が

１
枚
に
な
り
ま
す

８
月
１
日
㊊
か
ら
、国
保
に
加

入
中
の
70
歳
〜
74
歳
の
人
に
交
付

し
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
が
、保

険
証
と
一
体
化
し
、「
被
保
険
者
証

兼
高
齢
受
給
者
証
」が
交
付
さ
れ

ま
す
。こ
れ
ま
で
医
療
機
関
を
受

診
す
る
際
は
、保
険
証
と
高
齢
受

給
者
証
の
２
枚
を
提
示
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
が
、被
保
険
者
証

兼
高
齢
受
給
者
証
１
枚
で
受
診
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

国
民
健
康
保
険(

国
保)

に
関
す
る
お
知
ら
せ

まちの木

世古 浩貴さん（下野田）
　令和４年７月１日付

　７月１日付で、法務大臣から世古浩貴さ
んが委嘱されました。任期は３年です。
　人権擁護委員は、法務局と連携して相談
を受け、問題解決のお手伝いをしていま
す。また、関心を持ってもらうよう人権啓発
活動に尽力されています。
　毎月第２木曜日には、老人福祉センター
で人権相談を受けています。お気軽にご相
談ください。

お気軽にご相談ください
人権擁護委員が委嘱されました

▼問い合わせ先
介護福祉課 福祉室　☎26-２２４６（直通）

新任 

退任 

よろしくお願いしますよろしくお願いします

石関 秀一さん（南下）
　令和４年６月30日付

ありがとうございましたありがとうございました

URLを入力または二次元バーコード
を読み取ってください。

https://service.sugumail.com/
yoshioka/

よしおか
ほっとメール

　登録すると、スマホ
やパソコンに防災・防
犯情報やくらしの情報
などが配信されます。

URL 

よしおか
ほっとメール

問い合わせ先
総務課 協働安全室 ☎26-2243（直通）

登録はこちら

「ｄ」ボタンテレビリモコン

台風が来る前に！
情報の入手方法の確認を

データ放送を通じて、気象情報や、町が発信
する防災情報などを見ることができます。
　また、群馬テレビのデータ放送では、町から
のお知らせなども掲載しています。
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保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す

福
祉
医
療
制
度

まちの花

　

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
を
希
望
す

る
人
へ
、申
請
に
よ
り
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
間
ド
ッ
ク
は
、

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
、１
泊
人
間

ド
ッ
ク
お
よ
び
脳
ド
ッ
ク
で
す
。

※
町
の
健
診
を
受
け
た
場
合
、人

間
ド
ッ
ク
へ
の
補
助
金
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
対
象

 

国
民
健
康
保
険（
国
保
）加
入
者

●
受
診
日
現
在
１
年
以
上
国
保
の

被
保
険
者
で
、30
歳
以
上
の
人

●
申
請
日
時
点
で
国
保
税
を
完
納

し
て
い
る
人

 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

受
診
日
現
在
町
に
住
所
が
あ
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納

し
て
い
る
人

▼
医
療
機
関　

ご
自
身
で
選
定

▼
助
成
金
額　

２
万
円

※
健
診
料
が
２
万
円
以
下
の
場
合

は
支
払
っ
た
金
額
ま
で

▼
申
請
方
法

　

受
診
後
、左
記
の
も
の
を
保
険

室
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

□ 
人
間
ド
ッ
ク
健
診
料
の
領
収
書

□ 
健
診
結
果
通
知
表

□ 
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の

▼
受
診
期
間

令
和
４
年
４
月
１
日
㊎
〜
令
和
５

年
３
月
31
日
㊎

▼
申
請
期
限

令
和
５
年
３
月
31
日
㊎

※
令
和
５
年
３
月
中
に
受
診
し
た

人
は
、あ
ら
か
じ
め
申
請
期
限
内

に
申
請
し
、健
診
結
果
通
知
表
は

令
和
５
年
５
月
１
日
㊊
ま
で
に
追

加
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い

場
合
、補
助
金
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め

まちの鳥

人
間
ド
ッ
ク
受
診
へ
の
補
助
金

　

県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
、健
康
保
険
証
な
ど
に
よ
り
被

保
険
者
で
あ
る
確
認
を
受
け
福
祉

医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
提
示
す

る
と
、保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

が
助
成
さ
れ
ま
す
。対
象
者
お
よ

び
申
請
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
、次
の
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、福
祉
医
療
制
度
は
、皆
さ

ま
の
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま

す
。将
来
に
わ
た
り
維
持
し
て
い

く
た
め
に
、制
度
の
仕
組
み
や
目

的
を
ご
理
解
の
う
え
、受
診
し
て

く
だ
さ
い
。特
に
他
の
公
費
負
担

医
療
制
度
と
の
併
給
な
ど
に
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

福
祉
医
療
制
度
の「
母
子
・
父
子

家
庭
等
」に
該
当
す
る
人
は
、福
祉

医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
交
付
し

ま
す
の
で
、８
月
１
日
㊊
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
受
給
資
格
者
証
を
交
付
さ

れ
て
い
る
人
に
は
、７
月
中
に
通

知
を
発
送
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

区　　分 対　象　者 申請に必要なもの
子ども
※出生および転入時な
どに申請

０歳～中学校卒業世代 □健康保険証

高校生世代の入院者

重度心身障害者など
※適宜更新が必要です。
※令和５年８月１日か
ら所得制限基準が導入
されます。

障害年金１級 □障害者年金証書
□健康保険証

身体障害者1.2.3級
※３級は入院のみ

□身体障害者手帳
□健康保険証

療育手帳A判定 □療育手帳
□健康保険証

特別児童扶養手当１級 □特別児童扶養手当証書
□健康保険証

精神通院医療適用者
※精神通院のみ

□自立支援医療受給者証
□健康保険証

母子・父子家庭等
※更新：1年に1度

●母子・父子家庭で
18歳に達する日以
後の最初の３月31日
までの間にある児童
とその扶養者
●父母のいない18歳
に達する日以後の最
初の３月31日までの
児童
※いずれも所得税非課
税者
　ただし、事実上の婚
姻関係と同様の事
情にある人は該当に
なりません。

□健康保険証

□戸籍謄本（本籍地が町
外の人）

□令和４年度の所得課税
証明書（１月１日以降
に転入した人）

福祉医療制度の対象者

※区分「子ども」の高校生世代の入院者について
医療機関へ自己負担分をお支払い後、以下のものを添付の上、窓口で申請し
てください。
・領収書（保険診療点数の入ったもの。レシートは不可。）
・通帳など（振込先がわかるもの）
・健康保険証
・社会保険に加入している人は、保険者による支給決定通知書または不支給
決定通知書など

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
皆
さ
ま
へ




